
ゆなばるタウンNEWS
波力発電機の実証実験スタート！

2027年度には350台の設置を目指す！！
2月

14

　小型波力発電機の量産化に向けた世界初の実証実験
がついに与那原マリーナで始まり、説明会が開催されま
した。これは、与那原町とNPO法人日本波力発電普及推
進協会が協力して進める再生可能エネルギー普及推進
事業で、当日は技術開発を担当する株式会社グローバ
ルエナジーハーベストの速水浩平代表が事業の説明を
行いました。
　現在、与那原マリーナの岸壁には２台の波力発電装置
が設置されています。この装置は特殊なギアを内蔵して
おり、波の上下運動のエネルギーを電力に変換すること
が可能。数センチの波でも発電可能だと説明されまし

た。 波力発電は太陽光発電や風力発電に比べて天候や
昼夜の影響を受けにくく、安定した電力供給が可能との
ことです。
　2025年度には追加で６台設置し、2027年度には約
350台の設置を目指しています。また、今回の実証実験
で発電された電気は、装置近くの照明機器に使われると
のこと。350台が設置された場合、一般家庭約700戸分
の電力がまかなえるとのことで、私たちの生活にも波力
発電の電気が利用される日が近づいているかもしれま
せん。今後も多くの可能性を秘めている波力発電に注目
していきましょう！

発電装置について説明する
株式会社グローバルエナジーハーベストの速水浩平代表 ▼

▲ 波力発電の可能性について話す照屋町長 表紙撮影／相羽としえさん
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４月  5日（土）
５月10日（土）
６月  7日（土）
７月  5日（土）
８月  2日（土）
９月13日（土）
10月  4日（土）
11月  8日（土）
12月  6日（土）
１月10日（土）
２月14日（土）
３月  7日（土）

令和７年

令和８年

健康保険課 保健衛生班 1F ❻ 945-6633お問い合わせ

●親子健康手帳（母子手帳）
の発行は事前予約制と
なります。
　右記QRコードを読み取り、
画面の指示の通り進んで
ください。

●健診対象者へは個別に通知いたしま
す。スムーズに受診できるように、受付
時間を分けてご案内しています。都合
が悪い場合にはご連絡ください。
●台風等の緊急時には安全を考慮し、
健診を延期・中止になる場合があり
ます。最新の開催状況については、町
ホームページか公式ＬＩＮＥでご確認く
ださい。

１歳６か月児健診１歳６か月児健診
●対象年齢／１歳６か月～２歳未満
●受付時間／13：15～14：30
●実施場所／上の森かなちホール

２歳児歯科検診２歳児歯科検診

乳幼児健診・相談カレンダー乳幼児健診・相談カレンダー

●対象年齢／２歳６か月～３歳未満
●受付時間／13：30～14：30
●実施場所／上の森かなちホール

●対象年齢／前期：おおむね4～5か月児
　　　　　　後期：おおむね9～10か月児
●受付時間／13：15～15：00
●実施場所／上の森かなちホール

３歳児健診３歳児健診
●対象年齢／３歳５か月～４歳未満
●受付時間／13：15～14：30
●実施場所／上の森かなちホール

４月24日（木）
５月22日（木）
６月26日（木）
７月31日（木）
８月28日（木）
９月25日（木）
10月23日（木）
11月27日（木）
12月18日（木）
1月29日（木）
2月26日（木）
3月26日（木）

令和７年

令和８年

７か月児健康相談７か月児健康相談
●対象年齢／おおむね７か月
●受付時間／13：15～15：00
●実施場所／上の森かなちホール2F

令和７年

令和８年

４月16日（水）
５月14日（水）
６月11日（水）
７月16日（水）
９月17日（水）
10月15日（水）
11月12日（水）
１月14日（水）
２月18日（水）
３月18日（水）

マタニティスクールマタニティスクール
●対 象 者／妊娠32週頃までの妊婦
●受付時間／9：45 （10:00開始）
●実施場所／上の森かなちホール 1F

令和７年

令和８年

6月25日（水）
10月29日（水）
２月４日（水）

４月  3日（木）
　　　５月  8日（木）

７月  3日（木）
８月  7日（木）
９月11日（木）
10月  2日（木）
11月  6日（木）
１月  8日（木）
２月12日（木）
３月  5日（木）

令和７年

令和８年

４月10日（木）
６月  5日（木）
７月10日（木）
８月14日（木）
９月18日（木）
10月  9日（木）
12月  4日（木）
２月19日（木）
３月12日（木）

令和７年

令和８年

乳児一般健診乳児一般健診

　乳幼児健康診査は、
お子さんの発達・発育の確認や

子育ての相談などの
大切な機会ですので、
ぜひ受診をお願いします。

　乳幼児健康診査は、
お子さんの発達・発育の確認や

子育ての相談などの
大切な機会ですので、
ぜひ受診をお願いします。

令和７年度

LINE
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